
 ⑤-1 2024.04 

  当協会で行う主な業務内容   
①一級/二級/木造建築士事務所の登録事務 

・新規申請受付、通知書交付

・更新申請受付、通知書交付 

・登録事項変更届受付 

・廃業届受付、及び抹消通知（廃業届を受理時に、“抹消通知”を発行いたします） 

②一級/二級/木造建築士事務所登録証明書の発行事務 

③一級/二級/木造建築士事務所の登録簿等の閲覧事務 

  受付日／受付時間       

 ●月曜日～金曜日/受付時間 9 時 00 分～12 時 00 分、13 時 00 分～16 時 00 分

  休業日           

 ●土曜日、日曜日、祝日、盆（8/13～15）及び年末年始（12/29～1/4） 

  受付場所            

福 岡 県 建 築 登 録 セ ン タ ー 

住  所

〒812-0013 

福岡市博多区 

博多駅東 3-14-18 

福岡建設会館 5階 

◆博多駅筑紫口（新幹線側）

から徒歩 15 分 

◆地下鉄東比恵駅①番出口 

より徒歩 1 分

電  話 092-473-7683

Ｆ Ａ Ｘ 092-473-7278

Ｅ メ ー ル ftouroku@water.ocn.ne.jp

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.f-aa.jp/ 

  書類の提出方法        

① 福岡県建築登録センターへ持参 

② 福岡県建築登録センターへ郵送 

③ 建築士事務所登録受付システムを利用したオンライン申請（新規・更新・変更・廃業） 

（お手続きの内容により異なります。各お手続きの詳細をご確認ください。） 

※郵送でのご提出は簡易書留・宅配便等の配達記録が取れる方法に限ります。配達記録の 

取れない送付方法で紛失事故等が生じた場合、登録センターでは責任を負いかねますの 

でご了承ください。また送料は申請者負担にてお支払い頂きます（元払い）。 

※通知書、副本、証明書等の受渡しについては窓口受取、もしくは郵送がお選び頂けます。 

※郵送での受渡しを希望される場合、指定業者による料金受取人払いでのご発送になります。 

※返信用封筒の同封を希望される方は、郵便局やコンビニエンスストア等で購入頂けるレタ 

ーパック(ライト・プラス)のみ可能です。それ以外の返信用封筒はご使用頂けません。 

建築士事務所登録関係 お手続きについて
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建築士事務所の登録簿の閲覧を希望される方は、事前に申込書をご準備頂き、 

センターまで提出してください。 

  お手続きの流れ     

  閲覧に必要な書類    

建築士事務所登録簿閲覧申込書……………………………………………

  申込書の取り寄せ方法 

・ 福岡県建築登録センターのホームページより無料ダウンロードが可能です。 

・ 福岡県建築登録センター窓口でも販売しております。 

・ 直接のお越しが困難な場合は申込書のＦＡＸ送付・メール送付も可能ですので、 

お電話にてお問合せください。尚、郵送での申込書配布は行っておりません。 

  申請手数料      

申請手数料は無料です。 

  提出方法       

 ・登録簿等閲覧申込書を記入の上、福岡県建築登録センター窓口に提出してください。 

  ・遠方のため来所が難しい場合は FAX もしくはメールにて申込書をお送りください。 

お電話にてご回答いたします。 

※ご送付後は必ず到着確認のお電話をお願いします。 

到着のご確認を頂けない場合、未受信時の責任は負いかねます。 

  ※郵送での受付は行っておりません。 

  注意事項        

※閲覧を希望される事務所について判明する情報はすべてご記入ください。 

情報が少ない場合はご回答出来ない場合がございます。 

 ※閲覧可能な情報は以下の通りです。 

・事務所登録の有無 

・登録が有る場合は以下の内容についてご回答いたします 
●登録番号  ●登録年月日  ●名 称     ●所在地 

●電話番号  ●開設者及び管理建築士の氏名  ●役 員   ●所属建築士 

  現登録内容のみ。過去の情報及び福岡県外の事務所の情報については閲覧できません。 

 ※業務報告の閲覧については登録センターでは受付を行っておりません。 

管轄の県土整備事務所にお問合せください。 

■FAX…092-473-7278 / TEL：092-473-7683 ■Mail…ftouroku@water.ocn.ne.jp

様式１３

建築士事務所【登録簿 閲覧申請】 

 お申込書のご提出 

※窓口にて受付 

※FAX・メールにて送付 

【窓口】閲覧台帳を貸し出しいたします 
※閲覧時間は目安として最長 30分とさせて頂きます。 

※写真撮影・コピーは不可。内容をメモ等に書き写すことは可。 

※台帳は業務でも使用致します。閲覧途中に返却して頂く 

場合もございますので、予めご了承ください。 

【FAX・メール】お電話にてご回答いたします 
※お電話のみでの回答になります。FAX・メールによる返信での 

対応は行っておりませんのでご了承ください。 


